










 

 

 

 

住民票がある場所（住所地）以外での接種について 

・入院・入院中の医療機関や施設でワクチンを受ける方➡医療機関や施設でご相談ください。 

・基礎疾患の治療を行っている医療機関でワクチンを受ける方➡医療機関でご相談ください。 

・お住まいが住所地と異なる方➡実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。（※） 

（※）「住所地外接種届出済証」が必要になります。コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まい 

の市町村の相談窓口にお問い合わせください。 

予防接種健康被害救済制度について 

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて

まれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。 

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療

費・障害年金の給付など）が受けられます。 

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人 

情報をだましとろうとする電話に関する相談が消費生活センターへ寄せられています。 

 

 市町村等が、ワクチン接種のために金銭 

や個人情報個人情報を電話・メールで求めることは 

ありません。 

 

 困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン 

１８８（局番なし）にご相談ください。 

新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください！ 

65歳以上の方へ 
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